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１．研究計画の概要 

本研究は，二つの目的を持っている。第一

の目的は，企業の結合・再編行為を，倒産と

並ぶ企業のリストラクチャリングの諸手段

として位置づけ，それらの長所と短所を分

析・比較することである。第二の目的は，企

業のリストラクチャリングに関する適切な

法規整のあり方について，理論的・実証的な

分析を踏まえた検討を行うことである。 

本研究の主なメンバー（研究代表者・分担

研究者・連携研究者）は、商法・取引法を専

攻する実定法学者と、ファイナンス・産業組

織等を専攻する経済学者からなっており、法

学者と経済学者が互いの研究を検討・批判し

あいながら研究を進めることにより、企業リ

ストラクチャリングとそれに関する制度に

関して、多角的・総合的な理解を得ることを

意図している。  
 
２．研究の進捗状況 
(1) 研究方法 

本研究の方法としては，基本的に，平均し

て月 1回（年 2回の合宿を含む）開かれる研

究会において，本研究のメンバー，および法

と経済の関係について関心を有する法律学

者・経済学者が報告・討論を行い，そこで得

られた知見を基にして，メンバー各自が研究

を遂行し成果を公表する，という形をとって

いる。 
(2) これまで得られた成果等 
①平成 18 年度の研究成果等  

同年度は初年度であるため、「研究計画の

概要」の第一の目的に焦点を当て、基礎知識

の涵養・法制度の実態把握・先行研究の整

理・データの入手を主たる活動とした。実定

法研究者は，わが国を中心に諸外国の企業リ

ストラクチャリングをめぐる法制度の実態

を調査し，法規制の趣旨を明らかにした（た

とえば、後掲５．に掲載の TANAKA 2006 参

照）。他方，経済学研究者は，企業リストラ

クチャリングをめぐる制度に関するこれま

での経済学的分析をサーベイし，既存研究の

到達点を明らかにすることにつとめた。 

②平成 19～20 年度の研究成果 

初年度の研究を基礎として、企業リストラ

クチャリングの具体的な手法についての実

証的な研究を行った。具体的には、再建型倒

産手続や、敵対的買収を含む M&A に関連する
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実証研究を行った（たとえば、後掲５．に掲

載の広瀬・藤田・柳川2008や、胥 2008参照）。

また、M&A に関連する会社法の制度を中心に、

法制度のあり方についても研究を行ったほ

か（たとえば、後掲５．掲載の家田 2009 参

照）。また、リストラクチャリングに関す

る制度として、国の制定する法規範（ハ

ードロー）だけでなく、国以外の機関の

制定する規範（ソフトロー）の果たす役

割にも注目しており（たとえば、英国に

おける M&A に関する自主規制など）、

そのための基礎研究として、ハードロー

とソフトローの役割分担の問題につい

ても研究も進めている（たとえば、後掲

５．掲載の加賀見  2008）。  
 

３．現在までの達成度 
②おおむね順調に進展している。 

（理由） 

 当初の予定どおり、研究会を月 1回程度（年

2 回の合宿を含む）開催し、メンバー相互の

意見交換につとめることができた。その結果、

企業リストラクチャリングとそれに関する

法制度に関し、後掲 5. に記載どおり、相当

数の雑誌論文・図書として公表することがで

きた。 

 
４．今後の研究の推進方策 

 引き続き、各研究メンバーが自身の研究を

進めるとともに、研究会における報告・討議

を通じ、メンバー相互の意見交換につとめた

い。今後の研究課題としては、各リストラク

チャリングの手法（倒産や M&A）を個別に

論じるだけでなく、それらの手法を比較し、

各手法の長所・短所を比較するという研究を

より明示的に行いたい。また、主に昨年度か

ら進めている、リストラクチャリングに関す

る法制度（ハードロー）以外の制度（ソフト

ロー）に関する研究も進展させたいと考えて

いる。 

 

５. 代表的な研究成果 

（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

は下線） 
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